
報告第３５号                 平成１５年１０月９日承認  
 

市民部会防災交通安全分科会の事務事業調整方針について  
 
 市民部会防災交通安全分科会の事務事業調整方針について別冊のとおり本協

議会に報告し、その承認を求める。  
  平成１５年１０月９日提出  
 

                 津地区合併協議会  
                     会長 近 藤 康 雄  



報告第３５号

津 地 区 合 併 協 議 会

協 議 会 報 告 項 目

市 民 部 会

防災交通安全分科会　６-４



１回 ２回 ３回

6 - 4 - 1 7/17 7/30

6 - 4 - 2 7/17 7/30

6 - 4 - 3 7/17 7/30

6 - 4 - 4 9/13 9/18 協議会協議項目

6 - 4 - 5 7/17 7/30

6 - 4 - 6 7/17 7/30

6 - 4 - 7 7/17 7/30

6 - 4 - 8 7/17 7/30

6 - 4 - 9 9/13 9/18

6 - 4 - 10 9/13 9/18

6 - 4 - 11 7/17 7/30

6 - 4 - 12 7/17 7/30

6 - 4 - 13 7/17 7/30

6 - 4 - 14 7/17 7/30

6 - 4 - 15 7/17 7/30

6 - 4 - 16 7/17 7/30

6 - 4 - 17 7/17 7/30

6 - 4 - 18 7/17 7/30

危機管理体制推進委員会

災害時における相互応援協定

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考

防災会議

地域防災計画

災害対策本部

自主防災組織

総合防災訓練

ダム連絡協議会

三重県防災行政無線

防災行政無線

同報無線

河川監視システム

防災情報システム

土砂災害情報相互通報システム

防災備蓄品

避難所

四川連絡協議会

三重県市町村等地震対策協議会



6 - 4 - 19 7/17 7/30

6 - 4 - 20 7/17 7/30

6 - 4 - 21 7/17 7/30

6 - 4 - 22 9/13 9/18 協議会協議項目

6 - 4 - 23 7/17 7/30

6 - 4 - 24 7/17 7/30

6 - 4 - 25 7/17 7/30 協議会協議項目

6 - 4 - 26 7/17 7/30

三重県交通災害共済関係事務

交通遊園

交通安全啓発推進事業

交通安全活動団体

チャイルドシート補助事業

放置自転車対策

木造住宅耐震診断事業

交通安全都市宣言
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防災会議

分　   科　   会

市民部会

防災交通安全分科会

美里村防災計画 安濃町防災計画芸濃町防災計画

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 専　門　部　会

関　係　項　目

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

津市防災計画 久居市防災計画 河芸町防災計画

・津市防災会議は、地方自治法第138条
の4第3項に規定する市の付属機関で、
防災計画の作成及びその実施機関とし
ての性格を有する

同左 同左 同左 同左同左

１.地域の防災計画を作成及びその実施
を推進すること
２.津市の地域にかかる災害が発生した
場合において、当該災害に関する情報を
収集すること
３.前各号に掲げるもののほか、法律又
はこれに基づく法令によりその権限に属
する事務

・報酬　　- ・報酬　　９,６００円（①②のみ） ・報酬　　- ・報酬　　- ・報酬　　６，９００円×６名（③④⑤） ・報酬　　６,９００円（全員）

会長１名・委員３３名・幹事２４名
①指定行政機関
②県知事の内部の職員
③警察官
④その部内の職員
⑤教育長及び消防長
⑥消防団長
⑦その他市長が必要と認める者

・構成員１１名（会長１名・委員１０名）
①県職員
②三重県警察の警察官
③久居地区広域消防組合の職員
④その部内の職員
⑤教育長
⑥消防団長
⑦指定する関係公共機関の役員又は職
員

・構成員１３名
①町長がその部内の職員のうちから指
名する者
②教育長
③消防団長及び津市消防長
④津警察署長
⑤その他町長が必要と認める者

・構成員１４名（会長１名・委員１３名）
①その部内の職員（１０名以内　９名）
②教育長（１名）
③消防団長（１名）
④津警察署長（１名）
⑤芸濃町駐在警察官代表　1人

会長１名・委員１０名以内
①村長がその部内の職員のうちから指
名する者
②教育長
③消防団長
④津警察署長
⑤美里村内在住警察官代表１名

・構成員１０名
①三重県警察の警察官
②その部内の職員
③教育長
④消防長及び消防団長
⑤専門委員
※専門委員は町の職員及び学識経験の
あるもののうちから町長が任命する。

地域防災計画 市地域防災計画は、津市を中心とし、そ
の区域における防災活動の効果的かつ
具体的な実施を図ることに重点がおか
れている。

同左 同左 同左 同左 同左

③前記に掲げる措置に要する労務、施
設、設備、物資、資金

②防災施設の新設又は改良、防災のた
めの調査研究、教育及び訓練その他の
災害予防、情報の収集及び伝達、災害
に対する予報又は警報の発令伝達、避
難、消火、水防、救難、救助、衛生その
他の災害応急対策並びに災害復旧に関
する事項別の計画策定

①津市に係る防災計画を作成し及び、
毎年津市地域防災計画に検討を加え、
必要があると認めるときは、これを修正
する。
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一　志　町

調　整　の　内　容

白　山　町

香良洲町防災計画 一志町防災計画 白山町防災計画

同左

・報酬　　５,０００円（⑦のみ）

美　杉　村
調整の具体的内容

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

１．新市に移行後、速やかに調整する。（合併後１年程度）
２．新市に移行後、速やかに調整する。（合併後１年程度）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

香 良 洲 町

美杉村防災計画

同左 同左 同左 合併後１年間は、
①指定地方行政機関の職員
②県知事内部の職員
③警察官
④議会の代表
⑤庁内職員
⑥教育長及び消防長
⑦各行政単位の消防団長
⑧その他市長が必要と認める者を合併時に委嘱する。

・報酬については廃止とする。・構成員２０名以内
①指定行政機関
②県知事の内部の職員
③三重県警察の警察官
④その部内の職員
⑤教育長及び消防長
⑥消防団長
⑦その他町長が必要と認め委嘱する者

・構成員１０名
①三重県警察の警察官
②町議会議長
③その部内の職員
④助役、収入役、教育長
⑤消防団長
⑥関係機関の役職員

・構成員２５名
①警察官
②議会の代表
③教育長
④消防団長及び副団長
⑤久居地区広域消防組合白山消防署長
⑥町内医療機関
⑦町内で事業を営むもの
⑧町職員

同左 同左 同左

・構成員１８名
①県知事の部内の職員
②三重県警察の警察官
③その部内の職員
④教育長
⑤消防団長
⑥指定地方公共機関の職員

・報酬　　- ・報酬　　５,０００円(全員) ・報酬　　５,３００円 （⑤のみ）

同左 ・各行政単位の地域防災計画の特性を考慮し策定する。
・新市地域防災計画が完成するまでは、旧市町村単位の地域防災計画で暫定運用す
る。
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・団体数：５２
・組織率：５２/５２（自治会数）
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

・団体数：１５
・組織率：１５/１５（自治会）
・H13年度補助金額
　　　 ３,９８０,０００円

・団体数：４０
・組織率：４０/４５(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　 1,７４１,０００円

・団体数：１６３
・組織率：２９０/４４１（自治会数）
・H13年度補助金額
　　 １２,５６５,０００円

・団体数：５８
・組織率：５８/１１３(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　５,４９４,０００円

・団体数：２３
・組織率：２３/２３(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

組織の形態：自治会＝自主防災会としている ・組織の形態：全防災会が計画・規約を定め、
組織体系を作成している

・組織の形態：平成８年に４０自治会との規約
を締結し、自主防災組織を立ち上げている。
自治会=自主防災組織である

・組織の形態：地区自主防災協議会の下に自
主防災会　自主防災会と自治会とは別組織

・組織の形態：自主防災会と自治会はほぼ同
じ組織(自治会によっては、責任者を別に設け
ている)

・組織の形態：基本的に自治会=自主防災組
織である

・同左 ・同左 ・同左 ・同左

・災害対策本部構成
本部長（町長）
副本部長（助役・収入役・教育長）
副本部員その他の職員
①総務班
②民生班
③給水班
④産業土木班
⑤教育班
⑥水防班

・災害対策本部構成
本部長（村長）
副本部長（助役・収入役）
本部員その他の職員
①総務企画部
②住民福祉部
③建設産業部
④教育文化部

・災害対策本部構成
本部長（町長）
副本部長（助役・収入役）
本部員その他の職員
①総務班
②情報班
③救護班
④技術班
⑤水道班
⑥衛生班
⑦給食班
⑧教育班

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 市民部会

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
区　　　　　分

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

災害対策本部

・資機材貸与：県の補助(１/２)を受け貸与　故
障した場合は町が６０パーセントの補助金を
支給

・活動支援：無し ・活動支援：無し（自主防災組織活性化促進
事業補助金により、防災訓練等の消耗品等を
補助：県補助１/２）

・活動補助金：自治会等防火防災施設整備事
業に関する補助規程　事業費に対して９/１０
を町が補助する。

・資機材貸与：芸濃町地域振興事業補助金交
付規則に基づき、事業費１/２を町費で補助

・資機材貸与：県の補助(１/２)を受け貸与。差
損、紛失したときは補填しない

・資機材貸与：無し

・災害対策本部構成
本部長（市長）　副本部長（助役・収入
役）　本部員その他の職員
①本部室 ②調査部
③救助部 ④市民部
⑤環境部 ⑥経済部
⑦競艇部 ⑧工作部
⑨排水部 ⑩消防部
⑪給水部 ⑫教育部
⑬地方部（４地区）

・災害対策本部構成
本部長（市長）
第一副本部長（助役）
第二副本部長（収入役）
本部付及び関係機関
①本部
②総務部
③防御復旧部
④救援部
⑤給水部
⑥教育部
⑦消防部
⑧地域部

・災害対策本部構成
本部長（町長）
副本部長（助役・収入役・教育長）
本部員その他の職員
①総務企画部
②住民福祉部
③建設環境部
④教育文化部
⑤議会班

・防災会議と災害対策本部の関係
前者が平時を中心とした総合調整機関、
後者は全力をあげて機動的に防災活動
をする組織

・同左

・市の地域について災害が発生し又は、
災害が発生する恐れがある場合におい
て、防災の推進を図るため必要があると
認めるとき市長は津市地域防災計画の
定めるところにより、災害対策本部を設
置する。

・災害対策本部の配備体制
津市地域防災計画第３章災害応急対策
計画第１節「災害対策本部の設置」によ
る

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左

・同左 ・同左

・活動支援：無し

・地区自治会連合会単位で自主防災協議会を
組織。
（２０自治会連合会のうち９地区が結成）

・活動支援：無し ・活動支援：無し

・資機材貸与：県補助(１/２)を受け貸与。覚え
書きを締結。破損したときは補填しない

・資機材貸与：県の補助（１/２）を受け支給。
以後の管理・修繕・追加等は自主防災会負担

自主防災組織

※協議会協議項目

・同左 ・同左 ・同左

地域に住む住民が協力して災害に強い地域
を作り,個人、家庭ごとでの防災活動を基本と
して地域防災活動をする。
①自治会活動などコミュニティ活動の中でまち
づくりについて話し合いの場を作る
②災害についての基本知識等の啓発、自主
防災組織の活動紹介
③組織化にむけた取り組み支援
④結成時における資機材の貸与
⑤結成後の防災訓練、活動等の支援

同左 同左 同左 同左 同左
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・団体数：３８自衛消防隊
・組織率：３８/５９(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　 　８６１,０００円

・団体数 ２５（５自治会とは別団体）
・組織率：２６４６/４６９４[世帯参加率]
・H13年度補助金額
　　　　１,０７５,５００円

・団体数：７
・組織率：７/７（地区数）
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

・団体数：　１０
・組織率：１０/１０(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

・組織の形態：自治会=防災組織である ・組織の形態：町内に５自治会があるが、自主
防災組織とは別組織である

・組織の形態：７地区が結成
地区防災組織の下に１３３組の自治会で結成

・組織の形態：自主防災と自治会は別組織で
あるがほぼ一体化している。

・同左 ・同左 ・同左

・災害対策本部構成
本部長（町長）
副本部長（助役・収入役・教育長）
本部員その他の職員
①総務部
②厚生部
③福祉部
④消防部
⑤建設部
⑥第一調査部
⑦第二調査部
⑧第三調査部
⑨教育部
⑩地区部
⑪医療部

・災害対策本部構成
本部長（町長）
副本部長（助役・収入役・消防団長）
①総務対策部（総務課・企画調整課・議
会事務局・波瀬出張所）
②民生対策部（福祉課・住民課
③税務、出納対策部（税務課・出納室）
④農林対策部（産業課）
⑤水道対策部（水道課・下水道課）
⑥土木対策部（建設課・環境改善課）
⑦文教対策部  （教育委員会・給食セン
ター）

・災害対策本部構成
本部長（町長）
副本部長（助役・収入役・教育長）
部長
部員
①総務部
②情報部
③広報部
④指令部
⑤技術部
⑥救助部
⑦衛生部
⑧資材部
⑨消防防災部

・災害対策本部構成
本部長（村長）
副本部長（（助役・収入役・教育長）
災害対策本部員その他の職員
①本部
②総務部（総務・調査・連絡調整班）
③消防防災部（防災資材・救出避難班）
④応急救助部（総務・住宅給与・食糧給
与・物資給与・医療衛生・救出班）
⑤災害復旧部（総務・調査測量・応急補
修班）
⑥文教部（総務・施設復旧・学校対策班）

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
３．新市に移行後、速やかに調整する。（合併後１年程度）
４．

調整の具体的内容
美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

・活動支援：一組織１年５０，０００円
                総額５００，０００円

・活動支援：町防災訓練時、消火器詰め替え
費用(３本)

・活動支援：各自主防災組織に対して１５，００
０円+(５００×世帯数)による補助。又、小型ポ
ンプ所有防災組織に対し、維持費として一律８
０００円の補助をしている。

・活動支援：無し

・資機材貸与：無し ・資機材貸与：県の補助(１/２)をうけ貸与・資機材貸与：長靴（支給）
　　　　　　　　　ヘルメット・上下服
                  ベルト（貸与）

・資機材貸与：県の補助(１/２)を受け貸与、覚
え書きを締結、破損・紛失したときは補填しな
い

・同左

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町

・同左

・地域防災計画で位置づけるが、完成するまでは新市の組織を考慮し、災害対策本部
の事務を遂行できる組織を暫定的に編成する。

・同左 ・同左 ・同左 ・同左

・同左 ・同左 ・同左

同左 同左 同左 同左
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5

6

7

8

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 市民部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

・実施日　９月１日 ・実施日　９月１日 ・実施日　９月１日 ・実施日　８月の 終日曜日 ・実施日　９月１日
　　　　　　　（１５年度予定）

・実施日　９月１５日

ダム連絡協議会 安濃ダムからの放流による安濃
川沿岸の安全を確保するため関
係機関の連絡を密にすることを
目的とする。

君ヶ野ダムからの放流による雲
出川沿岸の安全を確保するた
め、関係機関の連絡を密にする
ことを目的とする。

- 津市に同じ - 津市に同じ

三重県防災行政無
線

・平常時においては映像・音声・ファ
クシミリ・データ通信など、迅速かつ
的確な情報収集・伝達ができ他の都
道府県との情報交換が可能なものと
なっている。
・県と市とは中継施設で良好な通信
回線を確保しており、県統制局で集
中的に統制、制御を行い、端末局は
市に設置されている。

同左 同左 同左 同左

同左 - 津市に同じ災害時における各種情報の収集,伝
達を迅速かつ正確に行う。

同左 同左

・無線配備
公用車、消防本部、水道局、各
避難所等
設置年月日：Ｈ３．１．１８

・無線配備
公用車,消防団積載車,消防本部,
消防団本部,水道課,建設課
設置年月日：Ｓ６１．２

・無線配備
公用車
・設置年月日：Ｓ５２．１１．２

・無線配備
町公用車、水道庁舎

・更新年月日：Ｓ６１

- ・無線配備
公用車等
・設置年月日：Ｓ５７,６,４

- ・構成員
津市に同じ

同左

・構成員
関係市町の長
県
東海農政局等の幹部

・構成員
関係市町村長
三重県幹部

- ・構成員
津市に同じ

防災行政無線 ・基地局
防災安全室

・基地局
環境安全課

・基地局
総務管理課

・基地局
総務課

- ・基地局
総務課

総合防災訓練 津市民総ぐるみ総合防災訓練 久居市総合防災訓練 河芸町地震防災訓練 芸濃町防災訓練 美里村防災訓練 安濃町防災訓練

・参加人数　１０００人程度 ・参加人数　５００人程度 ・参加人数　５００人 ・参加人数　１００～２００人程度 ・参加人数　３１０人
　　　　　　　　（１４年度実績）

・参加人数　約２００名
　　　　　　　　（１４年度実績）

・目的　大規模災害に備えて実践的な地
震災害応急対策訓練を実施することに
より、防災関係機関相互の防災体制を
強化するとともに、民間事業所、自主防
災等、地域住民の防災体制の強化を図
り、被害の軽減を図る。

・同左 ・同左 ・同左 ・同左 ・同左

・参加者　津市、三重県、中部電力、東
邦ガス、ＮＴＴ西日本、津警察署、日本赤
十字社、赤十字血液センター、三重大学
医学部附属病院、陸上自衛隊、津地区
医師会、武内病院、津中央郵便局、日本
アマチュア無線、三重県建設業協会、県
立心の医療センター,ボランティア連絡協
議会、その他市民

・参加者　久居市、陸上自衛隊、航空自
衛隊、消防署、警察署、中部電力、ＬＰガ
ス協会、ＮＴＴ西日本、医師会、郵便局、
商工会議所建設業部会、自治会連合
会、婦人会連合会、自主防災会

・参加団体　地元自治会、津警察
署、津市消防本部、地元小学校

・参加者　芸濃町、町消防団、芸
濃分署、地区住民（自主防災組
織）

・参加者　美里村、小学校、幼稚
園、美里駐在、美里分遣所、消
防団、自主防災会

・参加者　地区住民、老人会、青
少年育成連合会、津警察、津市
消防本部、安濃町役場

・場所選定　持ち回り ・場所選定　任意 ・場所選定　町内4小学校区を毎
年持回りで実施

・場所選定　持ち回り ・場所選定　各小学校持ち回り ・場所選定　町内小学校持ち回り
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・無線配備
公用車
・設置年月日：Ｈ９,４,１

・無線配備
公用車、各地域住民センター
・設置年月日：Ｓ４６．６．１
・更新年月日：Ｈ１．１２．１９

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

・実施日　８月３１日
　　　　　　　（１５年度予定）

・実施日　８月３１日
　　　　　　　（１５年度予定）

・実施日　９月１日
　　　　　　　（１５年度予定）

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

５．新たに制度を制定する。（合併と同時）
６．新たに加入する。（合併と同時）
７．新たに制度を制定する。（合併と同時）
８．新たに制度を制定する。（合併と同時）

・実施日　９月７日

- 久居市に同じ 同左 同左

・県の防災行政無線の更新計画に基づき設置箇所の調整が必要である。

同左 同左 同左 同左 ただし、本稼動までは暫定運用とする。

・無線配備
公用車
・設置年月日：Ｈ２．４．１

同左 同左 同左

・基地局
総務課

・無線配備
公用車
・設置年月日：Ｈ４．３

・基地局
総務課

・基地局
総務課

・基地局
総務課

・構成員
同左

- ・構成員
久居市に同じ

同左

・構成員
同左

香良洲町防災訓練 町民総ぐるみ総合防災訓練 白山町総合防災訓練 美杉村総合防災訓練 ・訓練項目、場所等調整のうえ実施する。

・同左 ・同左 ・同左

・参加人数　約４００名 ・参加人数　２５５４人
　　　　　　　　（１４年度実績）

・参加人数　９１５人
　　　　　　　　（１４年度実績）

・参加人数　２４１人
　　　　　　　　（１４年度実績）

・同左

・参加者　自主防災組織・婦人
会・子供会・駐在所・議会議員・
役場職員・消防団・分遣所

・参加者　一志町、町内警察官、
一志消防署、５９自治会（自主防
災組織）

参加者
・家城自治協議会、川口区長会、
大三自治協議会、倭自治協議
会、八ツ山自治協議会、白山消
防署

 参加者　地域住民・消防団・消
防署・警察署・議会議員・職員等

・場所選定　毎年検討 ・各自治会で選出 ・場所選定　各自治会により選定  場所選定　村内各地区持ち回り

・電波法の規定により次の事業実施計画に基づき防災無線を整備する。
平成15年度：基本設計業務委託
平成16年度：実施設計及び設置計画書作成業務を委託予定、電監ヒアリング
平成17～18年度：整備工事、電波申請
平成19年度：防災無線システム施行
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9

10

11

12

- - - - - -

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 市民部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

・１５年度予算額
　　　　　　　　2,203,000円

・１５年度予算額
　　　　　　945,000円

１５年度予算額　21,365千円

河川監視システム

防災情報システム ○河川情報提供システム
・(財)河川情報センターより専用
端末にて、雨量・河川水位・水防
警報・洪水予報に係る情報・天気
図や台風などの気象情報の提供
を受け、風水害に備えている。

○防災気象情報提供システム
・（財）ウェザーニューズより専用
端末にて、雨量・警報・注意報・
地震情報・台風情報・落雷情報・
潮汐情報・その他気象予報など
気象情報の提供を受け、災害に
備える。

- - - -

- - -同報無線 - - -

土砂災害情報相互
通報システム

- - - ○土砂災害情報相互通報システ
ム
・県から提供された雨量情報や
町独自に収集した情報をサーバ
で処理し、住民にインターネット
やメール、情報表示板を使って
提供するシステム
・住民からの情報提供は、電話
自動応答システムを使い収集す
る。

- -
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・河川監視カメラシステム

村内４箇所の河川映像をCATV
を利用して提供（雲出川２箇所、
八手俣川１箇所、名張川１箇所）

新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。- ・河川監視カメラシステム

町内４箇所の河川映像をCATV
を利用して提供（雲出川２箇所、
波瀬川２箇所）

-

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

　９．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）
１０．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）
１１．津市、香良洲町等の例により調整する。（合併と同時）
１２．現行のまま新市に引き継ぐ。

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

・１５年度予算額（河川情報端末
リース代）　　　619,000円

１５年度予算額　１５，６００千円

・１５年度予算額（防災行政無線
整備事業負担金）619,000円

・維持費　1,633,000円 ・維持費　323,400円（14年度）
・保存委託料　816,900円

・維持費　3,590,000円

- - ○美杉村土砂災害情報相互通
報システム
Ｓ５７年災害後、県より村内１０箇
所に雨量計を設置、雨量データ
を算出し、風水害に備えている。
平成１４年度は、この雨量計の
データ受信装置を国・県の補助
により更新。平成１５年度は、
CATVに雨量情報等L字ｽｰﾊﾟｰと
して出力をし、住民に周知を行な
う予定。

津市に同じ 同左 - - ・河川情報提供システムに統一する。

町内各世帯に戸別受信機を配布し、
8時・11時30分・17時の3回の時報
（チャイム）及び行政情報、災害時に
おける情報を迅速・的確に地域住民
に伝達する放送をする。

災害時における情報を迅速・的確に
地域住民に伝達する緊急情報と、行
政農業情報の迅速な伝達・連絡を目
的とする。

町内の各世帯に受信機を設置し、一
日３回の広報、また有事には避難な
どの放送をする。

- 合併後、３年間程度で次のことを調整する。
・周波数の統一化
・機器の更新計画
・未設置箇所の対応
・基地局の選定・親局　　総務課

・遠隔制御装置　2（役場宿直室、農協）
・屋外拡声子局　38
・個別受信機168（自治会長宅、管理職
宅、消防団幹部宅、町議宅）
・周波数　６８．８３５ＭＨｚ

・親局　　総務課
・遠隔制御装置　1（白山消防署）
・屋外拡声子局　34
・個別受信機4,147世帯　町内全戸
・周波数　６９．１６５ＭＨｚ

・設置年度　　平成3年度 ・設置年度　　昭和63年度 ・設置年度　　平成7年度

・親局　　総務課
・遠隔制御装置2（役場、分遺所）
・屋外拡声子局　　8式
・個別受信機1,722世帯  町内全戸
・地区情報収集装置　　8式
・地震警報装置　　役場
・周波数　　６９．４５０ＭＨｚ

-
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13

14

15

・備蓄場所：避難所５３箇所、防
災備蓄倉庫４箇所、会館４箇所

・備蓄場所：久居市役所、防災備
蓄倉庫　７箇所

・備蓄場所：役場本庁舎 備蓄場所：避難所横備蓄倉庫１ ・備蓄場所：サンヒルズ安濃、体
育館、中央公民館

二次避難所（長期避難所）　12ヶ
所
一時避難所（自治会単位での集
合場所）　約55ヶ所

避難所　53ヶ所
一時避難場所
（風水害）　33ヶ所
（地震）　66ヶ所

避難所　17ヶ所
一時避難所　56ヶ所

避難所　6ヶ所
臨時避難場所（風水害・地震）
　　　　　　　　　　　　　　20ヶ所

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 市民部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

四川連絡協議会 　国土交通省の三重河川国道事
務所が主体となって、三重県四
川合同水防連絡会として、鈴鹿
川、雲出川、櫛田川、宮川の四
河川のそれぞれの洪水予報連
絡会と水防連絡会が合同で会議
を開催し、河川の改修状況及び
重要箇所の現況等の情報交換
を行っている。

同左 - - - -

・同左 ・同左 ・同左

避難所　6ヶ所
一時立ち退き場所　9ヶ所

避難所　4ヶ所

・同左

避難所

・避難所の耐震化を計画的に進
める。

・同左 ・同左

・同左 ・同左 ・同左

・備蓄品
　乾パン500
　アルファ米600
　副食類500
　圧縮毛布30
　浄水器（2000ℓ/H）　1

備蓄資材・食料の整備
①備蓄品の購入・整備計画
平成15・16年度で整備計画

・備蓄品
　非常用毛布300枚

防災備蓄品 ・備蓄品
　発電機 58台
　投光機 79台
　屋外用組立トイレ 52基
　毛布 4648枚
　乾パン 56083
　アルファ米 14000
　サバイバルフーズ 5160
その他一式

・備蓄品
　　乾パン　7344　食
　　乾燥米　9800　食
　　保存水　8400×500ml
　　浄水機　　　　2 機

・備蓄品
　発電機4台　投光機8台
　真空パック毛布800枚
　大型トイレ1基、簡易200基
　乾パン2100缶
　水（ペットボトル500ｍｌ）2000本
　インスタント麺3000食
その他一式

・災害種別、立地条件等を考慮し
て指定し、住民に周知徹底させ
るとともに災害時の必要に応じ
適宜開設しえる体制を整えてお
く。また、各避難所には職員を配
置し、避難者への対応に備える
とともに災害対策本部との連絡
調整にあたる。

・同左
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・同左

・合併後３年程度で防災備蓄品の配置計画を策定する。

・災害種別による避難所の選定基準の統一化を図る。
・地域社会の実情に応じた避難所の選定管理を行う。
・福祉避難施設については、現行のまま継続する。

・備蓄場所：水防ステーション ・備蓄場所：役場庁舎内倉庫 ・備蓄場所：本庁、各地域住民セ
ンター７箇所、防災倉庫７箇所

避難所　11ヶ所
（風水害）　8ヶ所
（地震）　７ヶ所

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
１３．津市、久居市等の例により調整する。（合併後３年程度）
１４．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）
１５．新たに加入する。（合併と同時）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

津市に同じ 同左 - -

・災害弱者に対する避難所に関
する協定を特別養護老人ホーム
フルハウスと締結

緊急避難所　80ヶ所
収容避難所　37ヶ所
避難地　12ヶ所

・同左 ・同左

避難所　53ヶ所

・同左 ・同左

避難所　22ヶ所
地震対策一時避難所　17ヶ所
避難所　8ヶ所

・同左・同左 ・同左

・備蓄品
　土のう 1000
　小杭     600
　スコップ  60
　掛矢        5

・備蓄品
　毛布　　　    60枚
　ローソク      50箱
　懐中電灯    40本
　土のう袋  1000袋
　スコップ　    30

- ・備蓄品
　発電機   ７
　毛布   700
　投光器  14
　小型動力ポンプ ７
　アルファ米 1550
その他一式
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16

17

18

19

・同左 ・同左・補助額　1戸につき3万円
　国　　　1/2
　県　　　1/4
　市　　　1/4

・同左 ・同左

・１５年度実施予定戸数
　　１００戸

・１５年度実施予定戸数
　　１００戸

・１５年度実施予定戸数
　　検討中

・１５年度実施予定戸数
　　検討中

・１５年度実施予定戸数
　　１０戸

・三重県水道災害広域応援協定
・三重県防災ヘリコプター応援協
定
・三重県市町村災害応援協定

・県市町村災害応援協定：県内
市町村
・災害支援協力に関する協定：久
居郵便局
・災害時における相互応援協定：
県外市町村
・災害時における応急食糧の緊
急引渡に関する協定：三重県
・三重県防災行政無線整備事業
に関する協定：三重県
・全国青年市長会災害相互応援
協定：全国青年市長会
・三重県防災ヘリコプター応援協
定：三重県

・郵便局との「災害支援に関する
覚書」
・三重県市町村災害時応援協定

・県市町村災害応援協定：県内
市町村
・災害支援に関する覚書：椋本郵
便局
・応急食糧の緊急引き渡しにつ
いての協定：三重県
・三重県防災ヘリコプター応援協
定：三重県、県内市町村、県内消
防本部

・郵便局との「災害支援に関する
覚書」

三重県市町村等地
震対策協議会

協議会に加入
　地震情報の共有化及び市町村
への発信、現行の地震対策の検
証、地域防災計画の検証、地震
対策アクションプログラムの作成

同左 同左 同左 同左 同左

危機管理体制推進
委員会

- 久居市危機管理体制推進委員会

次の事項について調査研究を行う。
・危機管理体制に関する基本的事
項
・危機管理体制に関する諸課題
・その他、危機管理体制についての
必要な事項

- - - -

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 専　門　部　会

災害時における相
互応援協定

・県市町村災害応援協定：県内
市町村
・災害時における輸送業務に関
する協定：赤帽
・津市内郵便局災害応援協定：
中央郵便局
・大規模災害時の相互応援に関
する協定：県外市町村
・災害防止協定：東邦ガス
・災害救護活動協定：津地区医
師会
・応急食糧の緊急引き渡しにつ
いての協定：三重県

市民部会

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

木造住宅耐震診断
事業

・同左 -・三重県木造住宅耐震診断事業
に基づく

・同左 ・同左 ・同左

・担当部署
　防災安全室

・担当部署
　まちづくり推進課

・担当部署
　産業建設課

・担当部署
　建設課

・担当部署
　建設課

・担当部署
　建設課
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・現在の協定については、新市においても新たに協定締結をする。・県市町村災害応援協定：県内
市町村

・津市に同じ ・同左

・１５年度実施予定戸数
　　検討中

・１５年度実施予定戸数
　　２０戸

・災害救助犬の出動に関する協
定書　（社）ジャパンケンネルクラ
ブ

・郵便局との災害支援協力に関
する覚書
・三重県防災ヘリコプター応援協
定
・三重県市町村災害応援協定

ー

同左 同左 同左 同左

- - - - ・当委員会は廃止とする。
ただし、災害をはじめ有事における対応については、新市において組織等の検討を図
るものとする。

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

調　整　の　内　容

１６．新たに加入する。（合併と同時）
１７．廃止の方向で調整する。
１８．新たに協定を締結する。（合併と同時）
１９．津市、久居市等の例により調整する。（合併と同時）

- ・津市に同じ ・同左 - ・県の制度に準じて行っていく。

・担当部署
　企画調整課

・担当部署
　建設課

・担当部署
　総務課

・担当部署
　建設課
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20

21

22 交通安全活動団体

※協議会協議項目

・小学校交通安全団体（３団体）
（長野・辰水・高宮小学校）
補助金　６０，０００円

・久居地区交通安全協会
補助金　２５０，０００円

・津市交通安全父母の会連絡協
議会　補助金　１，３９０，０００円
・交通安全父母の会（２団体）
（豊ヶ丘小学校・西郊中学校）
　補助金　６０，０００円

・久居市交通安全母の会
補助金　５００，０００円

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 市民部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

　交通事故の防止について市民
の総力を結集し、強力な事故防
止の対策を全市的に推進するた
め

同左 同左

交通安全都市宣言 ・交通安全都市宣言 ・交通安全都市宣言 ・交通安全の町宣言 - - -

昭和３７年３月１５日議決 昭和５０年１２月２２日議決 昭和３７年６月２８日議決

同左 同左 同左交通安全啓発推進
事業

・津・安芸地区交通安全対策会
議等各種交通安全活動団体によ
る交通安全意識の思想普及・意
識高揚（交通事故防止啓発チラ
シ・看板・のぼり旗の作成等）

・久居・一志地区交通対策協議
会等交通安全活動団体による交
通安全活動事業の推進

・雲出地区交通安全推進協議会
　補助金　５０，０００円
・高茶屋地区交通安全委員会
　補助金　５０，０００円

交通指導員会
１７，０００円×９名×１２ｹ月
１５年度予算　１，８３６，０００円
活動補助金　１２０，０００円

交通ママ
３，４５０×１３名×１２ヶ月
１５年度予算　５３９，０００円

・津・安芸地区交通安全対策会
議
負担金　１，８３０，０００円

・久居市幼児交通安全クラブ
補助金　３５０，０００円

・交通安全クラブ
　助成金　２２５，０００円

交通指導員会
年８８，０００円×９名
１５年度予算　　７９２，０００円

交通指導員
６，９００円×３名×１１ｹ月
１５年度予算　２２７，７００円

・久居・一志地区交通対策協議
会
負担金 約２１５，０００円

津市に同じ

負担金　３７０，０００円

同左

負担金　２９０，０００円

同左

負担金　２４０，０００円

同左

負担金　３１０，０００円

津市に同じ

・四季の交通安全運動期間中に
おける交通事故防止啓発事業の
実施

・四季の交通安全運動期間中に
おける交通事故防止啓発事業の
実施
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・交通安全父母の会（７園）
　補助金　１２６，０００円

・交通安全母の会（幼・保・小・
中）
啓発物品代　１９５，０００円

・交通安全母の会（２団体）
（香良洲小学校・香良洲幼稚園）
　助成金　１００，０００円

・交通安全協会白山支部
活動補助　５５，０００円

・交通安全協会美杉支部
補助金　２５０，０００円

同左

負担金　久居市に同じ

・交通安全協会一志支部
補助金　４５０，０００円

昭和４９年１２月２４日議決

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

調　整　の　内　容
２０．新たに制度を制定する。（合併と同時）
２１．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）
２２．

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

津市に同じ

・新市においても、交通安全都市宣言を行う方向で調整する。- -

久居市に同じ ・同左

交通安全推進委員
５，０００円×１７名×４回
＝３４０，０００円

同左

負担金　久居市に同じ

同左

負担金　久居市に同じ

交通指導員会
６，７５０円×３３名×１２ｹ月
１５年度予算　２，６７３，０００円
公務災害保険料１００，０００円

久居市に同じ

負担金　久居市に同じ

同左 同左

- ・交通安全の村宣言
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23

24

25

26

【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　4月 【加入開始時期】　１月

【受付方法】
自治会で取りまとめ

【受付方法】
金融機関窓口、役場本庁舎

【受付方法】
金融機関窓口、役場

【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　１月

【受付方法】
金融機関窓口、市役所本庁・支
所、集会所等出張受付

【受付方法】
金融機関窓口、市役所・支所出
張所

【受付方法】
金融機関窓口、集会所への出張
受付、役場分室

【配布手数料】
加入者１人につき６０円(加入者
なしの場合は支払わない)
１５年度予算 ３３０，０００円

【配布手数料】
加入推進謝礼金
各自治会長１人当たり３，０００円
加入者１人当たり実績に応じて４０
円支払い
１５年度予算 １８１，０００円

【配布手数料】
無し

【配布方法】
自治会に配布を依頼
自治会未加入者は郵送

【配布方法】
各自治会長に配布委託及び郵
送

【配布方法】
郵送

【無料対象者】　無し 【無料対象者】　無し 【無料対象者】　無し【無料対象者】　無し 【無料対象者】
新入学小学１年生
４３１名　２１６，０００円

【無料対象者】　無し

・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務三重県交通災害共
済関係事務

※協議会協議項目

【配布方法】
子ども会に配布委託及び郵送

【配布方法】
自治会に配布依頼
自治会未加入者は郵送

【配布方法】
郵送

【配布手数料】
１世帯６０円、加入促進料として１
世帯当たり２０円（実績払い）
１５年度予算 津市子ども会連絡
協議会委託料　３，９４４，０００円

【配布手数料】
加入促進として１人当たり３５円
支払い
１５年度予算額　７１５，０００円

【配布手数料】
無し

チャイルドシート補
助事業

- - - - - -

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 防災交通安全分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 市民部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

・放置禁止区域内及び自転車駐
車場内における放置自転車の整
理

交通遊園 ・ゴーカート及び自転車の貸出し
・貸出し時間　午前９時～午後４時
・休園日　毎週月曜日、１２月２９日
～１月３日、雨天
・交通遊園の管理・運営（委託）
・交通遊園の植木刈込み・草刈り（委
託）
・団体利用申込の受付・日程調整

- - - - -

放置自転車対策 ・放置禁止区域内における自転
車等の撤去（平日午前・午後各１
回）

・放置禁止区域内及び自転車駐
車場内における放置自転車の撤
去

・駅周辺の放置自転車撤去（年２
回程度）
・保管期間を過ぎた撤去自転車
等の廃棄処分（随時）

- - -

・放置禁止区域内に自転車等を
放置しようとする者に対する巡
回・指導

・放置禁止区域内に自転車等を
放置しようとする者に対する巡
回・指導

・撤去自転車等の保管・返還 ・撤去自転車等の保管・返還
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【加入開始時期】　4月 【加入開始時期】　7月 【加入開始時期】　4月

【受付方法】
町内金融窓口

【受付方法】
町内の金融機関(郵便局を除く)

【受付方法】
役場本庁舎、各地域住民セン
ターで受付

【配布手数料】
無し

【配布手数料】
無し

【配布手数料】
無し

【加入開始時期】　１0月

【受付方法】
金融機関窓口、役場

【配布手数料】
無し

【配布方法】
郵送

【配布方法】
郵送

【配布方法】
組長に配布依頼及び郵送

【配布方法】
郵送

【無料対象者】　無し 【無料対象者】
町内の幼稚園(年齢)、小学生、
中学生
幼稚園96名,小学生628名,中学
生380名
５５２，０００円

【無料対象者】
幼稚園・保育所・小学校・中学校
（村内住所者）
約４９０人　２４５，０００円

【無料対象者】
３歳児から中学生
約６００人　３００，０００円

・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務・県の委託業務

・チャイルドシート補助事業
子供（乳幼児）一人につき１万円
を限度として支給

- - -

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

２３．廃止の方向で調整する。
２４．津市の例により調整する。（合併と同時）
２５．
２６．現行のまま新市に引き継ぐ。

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

- - - -

- -- ・津市の制度を基準に制度の整備を図る。-
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